
協議第３４号 

 

消防本部・消防署の権限について 

 

次の調整結果について協議を求める。 
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（調整理由） 

１ 消防署長への専決権限の委譲について 
・広域化により消防本部が小田原市に置かれることで、許認可や各種申請、

届出の受理等に係る窓口が遠くなるなど、住民サービスの低下とならぬよ

う、消防長の専決権限の一部（許認可等）を消防署長に委譲し、消防署単

位で地域に密着した消防サービスを維持することが望ましい。 
 
 

 

調 整 結 果 １ 消防長の専決権限の一部を消防署長に委譲する。 


